
別記様式２
支援シート
１　事業者概要
	



（注） 商号又は名称や所在地、代表者の役職名・氏名、資本金、従業員数等の事業者に関する基礎的な情報を記載すること。

２　取組概要（現状と計画）
	



（注）
１ 現状として、これまでに活用した補助事業や総合化事業計画等の認定の有無等の事業者の取組の現状を具体的に記載すること。 
 ２ 計画として、活用する地域資源の特徴及び見込み数量や生産・製造工程別に商品の販
売先・流通方法、加工商品の状況、製造加工施設、デジタル技術の活用等の計画の概要を具体的に記載すること。

３　経営者の現行のビジョン・戦略の概要
	



（注） 事業者の現行のビジョン・戦略を具体的に記載すること。

４　経営指標（決算情報）
	



（注）
１ 事業者の経営状況を確認するための指標を３年間分記載すること。 
 ２ 指標には、「地域資源活用・地域連携に係る売上」、「経営全体の売上」、「経営全体の営業利益」、及び「付加価値額」は必ず記載すること。

５　これまでの支援状況及び現状の課題
	



（注） これまでの支援状況及び現在認識している課題を生産・製造工程別に記載すること。

６　支援内容
	



（注）
１ 支援開始後の支援内容等を記載すること。 
２ 支援内容等として、実施内容（支援関係者毎に整理）や支援体制（支援関係者の相関図、役割分担等）、全体スケジュール（支援計画、支援要旨等）、支援結果、次年度以降の支援を要する内容及び理由等を具体的に記載すること。 
３ ２の支援内容等の各項目について、支援の進捗状況等を踏まえ記載することが困難 
 な場合は、その理由を記載することにより代えることができる。
４　デジタル技術の活用に関する支援を含む場合は特に記載すること。

７　課題解決（改善）の方向性
	



（注）
１ 課題解決（改善）に向けた方向性等を記載すること。 
 ２ 方向性等として、現状認識されている課題や支援により整理された課題の総括、改善の方向性、組織マネジメント計画、行動計画表（改善項目、具体策、目標水準、責任者、スケジュール）を具体的に記載すること。 
 ３ ２の方向性等の各項目について、支援の進捗状況等を踏まえ記載することが困難な
場合は、その理由を記載することにより代えることができるものとする。

８　経営改善戦略（計画）の概要
	



（注）
１ 上記７の項目を踏まえ、実施すべき改善方策を具体的に記載する。 
 ２ １の実施すべき改善方策について、支援の進捗状況等を踏まえ記載することが困難な場合は、その理由を記載することにより代えることができるものとする。

９　経営改善戦略の実行状況
	



（注） 経営改善戦略の実行状況を具体的に記載すること。

10　経営改善状況
	



（注）
１ 経営改善状況を具体的に記載すること。 
 ２ 経営改善状況について、経営改善状況の総括や「地域資源活用・地域連携に係る 
売上」、「経営全体の売上」、「経営全体の営業利益」、「付加価値額」は必ず記載すること。 
 ３ ２の経営改善状況について、事業活動の進捗状況等を踏まえ記載することが困難な
場合は、その理由を記載することにより代えることができるものとする。

11　その他必要な情報
	



※上記１から10までに掲げる項目の他、必要に応じて記載すること。

別記様式３
年　　月　　日
広島県知事
　　　　　　　　　　　　　　　	
法　　人　　名　　称
住　　　　　　　　所

代表者の役職及び氏名


令和　年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート業務委託仕様書第４の規定に基づき、支援後の経営改善状況の調査報告について別記様式１「経営改善状況調査」及び別記様式１（別表）を提出（報告）します。



























別記様式４
秘密保持誓約書

　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、「地域資源活用・地域連携都道府県サポート事業（以下「本件」という。）」の秘密保持に関し地域資源活用・地域連携都道府県サポート業務委託業者（以下「甲」という。）に対し次のとおり誓約します。

（目的）
第１条　本誓約は、乙が本件において取得した情報の秘密保持について誓約するものです。
（秘密の保持）
第２条　本件の実施に際して知り得た事実を、本件の実施期間にかかわらず第三者に漏らしません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
（1） 知得した際、既にプランナーが保有していたことを証明できる情報
（2） 知得した後、プランナーの責めによらず公知となった情報
（3） 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
（4） 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
（個人情報に関する秘密保持等）
第３条　本件に関して知り得た個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるもの）について、本件の遂行に使用する以外に使用し、または提供しません。また、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。なお、この業務が終了し、又は解除された後においても同様とします。
（個人情報の複製等の制限）
第４条　本件を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本件の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしません。
（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）
第５条　保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告します。
（業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却）
第６条　本件が終了したときは、本件において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却します。また、甲が別に指示したときは、その指示に従います。
（協議事項）
第７条　本誓約に定めのない事項に関しては、別途甲と協議の上、円満に解決を図ります。

　令和８年　　月　　日

（乙）所在地　　　　　　　　　　　　　　 
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　   

代表者氏名　　　　　　　　　　　　 印　
別記1

【参考】地域プランナー選定基準

（1） バリューチェーン全般の基礎知識を有し、地域資源活用・地域連携に必要かつ財務状況による経営分析・診断の経験を有する者及び食品衛生管理、知的財産、人材育成、地域活性化等の特定の専門的な知識、経験を有する者のほか、これらの各分野の課題解決を効率的に行うためにデジタル技術の活用に関する専門的な知識、経験を有していること。
（2） 地域資源活用・地域連携に取り組む事業者等に対し的確かつ丁寧な助言ができるコミュニケーション能力を有していること。
（3） 広島県内においてプランナーとして活動できる体制であり、当該事業の理解度、専門性、支援実績、倫理性、協調性等を総合的に評価し、決定する。


